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次
の
ペ
ー
ジ

ち
ょ
っ
と
一
言
。　

議
会
の
動
き
ほ
か

請
願
・
陳
情
審
査

請
願
・
陳
情
審
査

◆
第
１

号
陳
情
（
不
採
択
）

　 
福
祉
（
介
護
）
の
質
の
向
上
と
介
護
職
の
賃
上
げ

を
目
的
と
し
た
花
巻
市
独
自
の
福
祉
事
業
に
つ

い
て

◆
第
３

号
請
願
（
採
択
）

　 
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

◆
第
２

号
請
願
（
採
択
）

　 

安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
人
員
増

と
処
遇
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

３
月
定
例
会
で
は
、
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
が

第
１
号
陳
情
お
よ
び
第
２
号
請
願
、
第
３
号
請
願

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
審
査
の
結
果
、
第
１
号
陳

情
は
不
採
択
、
第
２
号
請
願
お
よ
び
第
３
号
請
願

は
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

審
査
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
「
介
護
給
付
費
準
備

基
金
を
活
用
し
た
市
の
独
自
事
業
を
実
施
す
る
こ
と

は
、
基
金
の
設
置
目
的
を
考
え
る
と
無
理
が
あ
る
」
と

い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
「
介
護
職
の
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
や
賃
上
げ
を
し
て
、
基
盤
を
整
備
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
陳
情
者
の
思
い
は
理
解
で
き
る
」

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
不
採
択
す
べ
き
と
な

り
ま
し
た
。

　

審
査
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
「
地
域
包
括
で
精
神

障
が
い
者
と
共
存
し
て
い
く
こ
と
は
こ
れ
か
ら
必
要

な
こ
と
で
あ
り
、
重
要
な
課
題
と
考
え
る
」
「
身
体
・

知
的
・
精
神
と
三
つ
の
障
が
い
が
あ
る
が
、
精
神
の
部

分
は
制
度
的
に
遅
れ
て
い
る
た
め
、
医
療
の
充
実
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
」
「
精
神
障
が
い
者

の
人
権
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
精
神
科
医
療
の
環
境
を
改
善
し
た
り
、

地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
思
う
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
請
願
事
項
１
か
ら
５
に
つ
い
て
全

会
一
致
で
採
択
す
べ
き
と
な
り
ま
し
た
。

　

審
査
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
「
県
の
医
師
や
看
護

師
等
の
平
均
超
過
勤
務
時
間
数
を
見
て
も
明
ら
か
に

人
員
不
足
で
あ
る
。
感
染
症
対
策
と
し
て
も
公
立
、
公

的
病
院
の
拡
充
強
化
は
必
要
だ
」
と
の
意
見
が
あ
っ
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総務常任委員会

　◆２月 20 日（火）

　　＊ 協議「 花巻市議会基本条例第 13条及び第

14 条に基づく説明資料の作成を求

める事業の選定について」

　　＊所管事務調査「 投票率向上に向けた取組

について」

　◆３月８日（金）

　　＊所管事務調査「 テレビ難視聴対策事業に

ついて」

　◆３月 19 日（火）

　　　政策提言書提出（※下記に記載）

文教福祉常任委員会

　◆２月 20 日 ( 火 )

　　＊協議「 花巻市議会基本条例第 13 条及び第 14

条に基づく説明資料の作成を求める事

業の選定について」

　◆３月８日（金）　　＊ 第１号陳情審査

　　　「 福祉（介護）の質の向上と介護職の賃上げ

を目的とした花巻市独自の福祉事業につい

て」

　　　▷審査結果・・・不採択

　　＊第２号請願審査

　　　「 安全・安心の医療・介護実現のため人員増

と処遇改善を求めることについて」

　　　▷審査結果・・・採択

　　＊第３号請願審査

　　　「 精神保健医療福祉の改善を求めることにつ

いて」

　　　▷審査結果・・・採択

産業建設常任委員会

　◆２月 20 日（火）

　　 ＊協議「 花巻市議会基本条例第 13条及び第

14 条に基づく説明資料の作成を求

める事業の選定について」

　　＊協議「政策提言について」

　◆３月 11 日（月）

　　＊所管事務調査「 花巻市の農作物の状況に

ついて」

　◆４月３日（水）

　　＊所管事務調査

　　　　「（１）ライドシェアについて

　　　　 （２）互助輸送について」

議会改革推進会議

　◆３月 15 日（金）

　　＊ 花巻市議会基本条例に基づく活動の検証

について

　◆３月 28 日（木）

　　＊ 花巻市議会基本条例に基づく活動の検証

について

総務常任委員会　政策提言書を提出しました

た
一
方
で
「
請
願
内
容
は
ど
れ
も
大
事
な
こ
と
だ
と

思
う
が
、
保
険
料
や
一
部
負
担
金
の
負
担
軽
減
は
難

し
い
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

採
決
の
結
果
、
請
願
事
項
１
か
ら
３
に
つ
い
て
は

全
会
一
致
で
採
択
す
べ
き
と
決
し
、
請
願
事
項
４
に

つ
い
て
は
賛
成
多
数
で
採
択
す
べ
き
と
な
り
ま
し

た
。

　

定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
で
委
員
長
報
告
を
行

い
、
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
報
告
の

と
お
り
決
し
ま
し
た
。

※ 
請
願
・
陳
情
全
文
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。

　３月 19 日、「投票率の向上に関する提言書」を、議

長より選挙管理委員会委員長へ提出しました。

　総務常任委員会では、令和４年８月の改選以降、各

委員が捉えている市政の課題を持ち寄り、その中から

委員会として調査すべき事項を「選挙掲示板数と投票

率の向上について」とし、調査・研究、行政視察を行っ

てきました。

　その結果を踏まえ、委員会としての考えを取りまと

め、当市の施策に反映してもらうよう提言しました。

※ 提言書の内容については、市ホームページに掲載し

ています。

　
◆ 

精
神
保
健
医
療
福
祉
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

意
見
書
を
提
出

意
見
書
を
提
出

　
精
神
疾
患
や
認
知
症
を
持
つ
人
が
地
域
社
会
の
一
人
と
し
て
安
心

し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
次
の
と
お
り
要
望
し
ま
す
。

１　

 

精
神
病
床
の
人
員
配
置
を
一
般
病
床
以
上
に
す
る
こ
と
。

２　

 

合
意
の
な
い
治
療
等
を
禁
止
し
、
無
期
限
の
入
院
制
度
廃
止
を

法
制
化
す
る
こ
と
。

３　

精
神
科
病
院
の
入
院
患
者
が
感
染
症
等
の
疾
病
発
症
時
、
適
切
な

　
　

治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
実
態
を
改
善
す
る
こ
と
。

４　

継
続
的
な
地
域
の
支
援
体
制
を
法
制
化
す
る
こ
と
。

５　

施
策
を
講
じ
る
際
、
当
事
者
団
体
等
の
参
加
を
要
件
と
す
る
こ

　
　

と
。
社
会
全
体
で
支
え
る
体
制
を
構
築
、
拡
充
す
る
こ
と
。

　
◆
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
実
現
の
た
め
人
員
増
と
処
遇
改
善

　
を
求
め
る
意
見
書

　

国
民
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
・
介
護
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
次
の
と

お
り
要
望
し
ま
す
。

１　

医
師
・
看
護
師
・
介
護
職
員
な
ど
の
配
置
基
準
を
見
直
し
、
大
幅
に

　
　

増
員
す
る
こ
と
。
ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
を
支
援
す
る
こ
と
。

２　

医
療
や
介
護
現
場
に
お
け
る
「
夜
勤
交
替
制
労
働
」
に
関
わ
る
労

　
　

働
環
境
を
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
。

３　

公
立
・
公
的
病
院
を
拡
充
・
強
化
し
、
保
健
所
の
増
設
な
ど
公
衆
衛

　
　

生
体
制
を
拡
充
す
る
こ
と
。

４　

患
者
・
利
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
。

　
※
意
見
書
全
文
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す


